
別紙 申請から実績報告までの流れについて 

以下の流れに沿って、お手続きをお願いします。黄色い枠で囲んだ番号が団体様のお手続きが必要な箇

所です。 

 

 

 

① 申請書の提出 （３月１２日まで） 

 

 

 

 

 

 

② 補助金の交付決定 

 市から補助金交付決定通知書を郵送します。 

 また、約２週間後に市から補助金を指定口座へ振り込みます。 

  

③ 実績報告書の提出 （４月 1日から４月１０日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

① 申請書の提出 （３月 13日～３月 31日まで） 

 

 

 

 

② 補助金の交付決定 

市から補助金交付決定通知書を郵送します。 

 

③ 実績報告書の提出 （4月 1日から４月１０日まで） 

 

 

 

 

 

④ 補助金の支払い 

 市から補助金を約２週間後に指定口座へ振り込みます。 

【提出書類（３枚）】 

・申請書（第 1号様式） 

・長崎市子ども食堂緊急支援事業費補助金実施計画・実施報告書（第２号様式） 

・請求書 

【提出書類（２枚）】 

・補助事業実績報告書 

・長崎市子ども食堂緊急支援事業費補助金実施計画・実施報告書（第２号様式） 

 

【提出書類（２枚）】 

・申請書（第 1号様式） 

・長崎市子ども食堂緊急支援事業費補助金実施計画・実施報告書（第２号様式） 

【提出書類（３枚）】 

・補助事業実績報告書 

・長崎市子ども食堂緊急支援事業費補助金実施計画・実施報告書（第２号様式） 

・請求書 

３月１２日までに申請される方 

３月１3日から 3月 31日までに申請される方 



 

 

 

① 申請書、実施報告書及び請求書の提出  

 

 

 

 

 

① 補助金の支払い 

 市から補助金を約２週間後に指定口座へ振り込みます。 

 

 

 

 

【提出書類（３枚）】 

・申請書（第１号様式） 

・長崎市子ども食堂緊急支援事業費補助金実施計画・実施報告書（第２号様式） 

・請求書 

4月 1日から 4月 30日までに申請される方 

ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

（TEL 095-829-1278 長崎市こども政策課） 


